
スポーツ王国とくしま推進事業助成金交付要綱

（趣旨）

第１条 スポーツ王国とくしま推進会議（以下「推進会議」という ）は 「スポーツ王国。 、

とくしま」を推進していくために徳島県内の団体等から提案された創意工夫あふれる、

事業に対し、予算の範囲内でスポーツ王国とくしま推進事業助成金（以下「助成金」と

いう ）を交付する。。

（交付対象要件）

第２条 推進会議は、次の各号に掲げる要件を満たす団体等が主催する事業に対し助成金

を交付する。

なお、同一団体の複数事業への交付についても、これを認めるものとする。

（１）徳島県内に住所又は活動の本拠地を有すること。

（２）団体にあっては一定の規約を有し、かつ、代表者及び所在地が明らかであること。

（３）明確な会計経理を実施していること又は実施できると認められること。

（４）助成事業が完遂できると認められること。

（５）事業実施にあたり、ポスター、チラシ等に、スポーツ王国とくしま推進事業の助成

金を受けている旨を明記し、事業の周知に努めること。

（助成対象事業及び助成金の額）

第３条 助成金の交付の対象となる事業（以下「助成対象事業」という ）は次の各号の。

。 、 。とおりとする 助成対象事業の詳細及び助成金の額は に定めるとおりとする別表第１

（１）がんばれ子ども体力向上事業・・・・・・学校や総合型地域スポーツクラブ等が、

地域に密着して実施する「子どもの体力

向上」に寄与する事業

（２）がんばれ国体チャレンジ事業・・・・・・国体天皇杯順位向上に寄与する事業

（３）がんばれ国体サポート事業・・・・・・・国体や全国大会で実績を上げた競技団体

の一層の強化を図るため、練習会や遠征

等に医科学スタッフ等を派遣し、専門性

の高いサポートを提供する事業

（４）ふるさと選手活用プロジェクト事業・・・国民体育大会の県代表選手となる「ふる

さと選手」を、国民体育大会に向けての

練習会等に参加することを促すとともに

県内のジュニア選手対象の講習会等で指

導者として活用することにより競技力の

向上を図る事業

（５）とくしまスポーツＳＨＯＷデー助成事業・スポーツイベントへの参加や応援を促し

生涯スポーツの振興に寄与する事業



（審査）

第４条 助成対象事業にあっては、次の各号に掲げる審査の視点に合致する事業を実施す

るものとする。

審査にあたっては、各号の視点ごとに選考委員会において、総合的に評価を行う。

なお、これらの視点の全てを満たさない事業においても、申請は可能なものとする。

（１）事業者の妥当性

・団体の組織体制や基本理念・運営方針がしっかりしているか。

（２）事業の有効性

・事業の趣旨が推進会議の意図と合致していること。

（３）予算の妥当性

・提案内容に対して、妥当な経費が示されていること。

（４）事業の新規性

・新たな事業の取り組みや、創意工夫あふれる事業であるか。

（５）事業の効果

・スポーツを通じて県民の元気を創造する、全国に誇りうる「スポーツ王国とくし

ま」の推進がなされているか。

（助成金交付申請）

第５条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書（ ）に次に掲様式第１号

げる書類を添えて、別に定める日までに、推進会議会長（以下「会長」という ）に提。

出しなければならない。

（１）事業実施計画書（ ）様式第２号

（２）事業収支予算書（ ）様式第３号

（３）その他会長が必要と認める書類

（助成金の交付の決定及び通知）

第６条 会長は、前条の規程による申請書を受け取ったときは、これを選考委員会におい

て審査し、適当と認められたときは助成金の交付の決定をするものとする。この場合に

おいて、会長が、必要と認めるときは、条件を付することができる。

２ 会長は、助成金の交付の決定をしたときは、その旨を助成金交付決定通知書により、

助成金の交付の申請をした者に対し、通知するものとする。

（交付の決定をしないことができる場合）

第７条 前条の規定にかかわらず、会長は、助成金の交付を受けようとする者が、次の各

号のいずれかに該当する場合は、交付の決定をしないことができる。

（ ） （ （ 。１ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 平成３年法律第７７号

以下「暴対法」という ）第２条第２項に規定する暴力団をいう ）。 。

（２）暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう ）。

（３）暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団

員と密接な関係を有するもの。



（助成対象事業の内容等の変更）

第８条 助成対象事業を実施する者（以下「助成事業者」という ）は、助成対象事業の。

様式実施について重要な変更をしようとするときは、あらかじめ事業変更承認申請書（

）に次の各号に掲げる書類を添えて、会長に提出し、その承認を受けなければな第４号

らない。

（１）事業実施変更計画書（ ）様式第５号

（２）事業収支変更予算書（ ）様式第６号

（３）その他会長が必要と認める書類

２ 会長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたと

きは、助成金の交付決定額、又は助成金交付決定の内容の変更を決定し、その旨を助成

金変更交付決定通知書により、助成金の交付の申請をした者に対し、通知するものとす

る。

（実績報告）

第９条 助成事業者は、助成対象事業が完了したときは、当該事業が完了した日から起算

して３０日以内又は交付決定 年度の３月３１日のいずれか早い日までに、助成金実績

報告書（ ）に次に掲げる書類を添えて、会長に提出しなければならない。様式第７号

（１）事業実績報告書（ ）様式第８号

（２）事業収支決算書（ ）様式第９号

（３）事業実施の証明となる書類

（４）その他会長が必要と認める書類

（助成金の額の確定）

第１０条 会長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、これを審査し、

その内容が適当であると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金交付確

定通知書により、助成事業者に対し、通知するものとする。

（助成金の請求等）

様式第第１１条 助成事業者は、前条の規程による通知を受けたときは、助成金請求書（

）を会長に提出しなければならない。会長は、助成金請求書を受理したときは、１０号

助成事業者に対し、助成金を交付するものとする。

２ 助成対象事業の円滑な遂行を図るため、会長が必要と認める場合は、助成事業者に対

し、助成金の全部又は一部を前金払い又は概算払いにより交付することができる。

３ 助成事業者は、前項の規定による助成金の前金払い又は概算払いを受けようとすると

きは、助成金請求書に会長が必要と認める書類を添えて、会長に提出しなければならな

い。

（決定の取消等）

第１２条 会長は、助成事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、助成金の交付

の決定の一部若しくは全部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件



を変更することができる。

（１）助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

（２）不正手段により助成金の交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。

（３）助成金を助成対象以外の用途に使用したとき。

（４）助成対象事業を実施せず、実施しようという意思が認められないとき。

（５）助成対象事業を完了する見込みがなくなったとき。

（６）助成対象事業の施行において、著しく社会的妥当性を欠く行為があったと認められ

るとき。

（７）助成事業者が、第７条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

（８）その他、この規定の定めに違反したとき。

（助成金の返還）

第１３条 会長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成対象事業の当該

取り消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その

返還を命じることができる。

２ 会長は、助成対象事業が中止することとなった場合において、既に助成金が交付され

ているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。

３ 会長は、助成対象者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を

、 、 。超える助成金が交付されているときは 期限を定めて その返還を命じることができる

（報告及び調査）

第１４条 会長は、助成対象事業に関して、必要に応じて報告を求め、調査を行うことが

できる。

（関係書類の保管等）

第１５条 助成事業者は、助成対象事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、当

該事業の終了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間これを保管しなければな

らない。

（その他）

第１６条 この要綱に定めのないものについては、徳島県補助金交付規則（昭和５８年５

） 、 。月１０日徳島県規則第５３号 に準じるほか 必要な事項については会長が別に定める

附 則

この要綱は、平成２３年７月１４日から施行し、平成２３年度に実施する助成対象事

業から適用する。

附 則

この要綱は、平成２４年１２月３日から施行し、平成２５年度に実施する助成対象事

業から適用する。



（第３条関係）別表第１

事 業 内 容 対 象 経 費 助 成 率

１ 学校や総合型地域スポー 事業総額の１割以上報償費

ツクラブ等が、地域に密着 （講師等謝金） を自己負担金とすが

して実施する「子どもの体 る。ん 旅費

力向上」に寄与する事業 （講師等旅費）ば

れ 需用費

（消耗品費、印刷製本費等） （上限５０万円）子

ど 委託料

（会場警備等）も

体 役務費

（通信運搬費、筆耕料、イベン力

ト保険料等）向

上 使用料及び賃借料

（会場借上料、設備使用料事

機材・車両借上料等）業

１ 国体天皇杯順位向上に寄 事業総額の１割以上報償費

与する事業 （講師等謝金） を自己負担金とすが

る。ん 旅費

（講師等旅費）ば

れ 需用費

（消耗品費、印刷製本費等）国

（消耗品は、総事業費の１割以体

。 （ ））チ 内とする ） 上限２００万円

ヤ 委託料

（会場警備等）レ

ン 役務費

（通信運搬費、筆耕料、イベンジ

ト保険料等）事

業 使用料及び賃借料

（会場借上料、設備使用料

機材・車両借上料等）



事 業 内 容 対 象 経 費 助 成 率

１ 国体や全国大会で実績を 事業総額の１割以上報償費

上げた競技団体の一層の強 （講師等謝金） を自己負担金とすが

化を図るため、練習会や遠 る。ん 旅費

征等に医科学スタッフ等を （講師等旅費）ば

れ 需用費派遣し、専門性の高いサポ

ートを提供する事業 （消耗品費、印刷製本費等） （上限５０万円）国

体 委託料

（会場警備等）サ

ポ 役務費

（通信運搬費、筆耕料、イベン｜

ト保険料等）ト

事 使用料及び賃借料

（会場借上料、設備使用料業

機材・車両借上料等）

１ 国民体育大会の県代表選 事業総額の１割以上報償費

手となる「ふるさと選手」 （講師等謝金） を自己負担金とすふ

を、国民体育大会に向けて る。る 旅費

の練習会等に参加すること （講師等旅費）さ

と 需用費を促すとともに、県内のジ

ュニア選手対象の講習会等 （消耗品費、印刷製本費等）選

で指導者として活用するこ （消耗品は、総事業費の１割以手

とにより競技力の向上を図 内とする ） （上限５０万円 ）活 。 ）

用 委託料る事業

（会場警備等）プ

ロ 役務費

（通信運搬費、筆耕料、イベンジ

ト保険料等）ェ

ク 使用料及び賃借料

（会場借上料、設備使用料ト

機材・車両借上料等）事

業



事 業 内 容 対 象 経 費 助 成 率

１「するスポーツ助成事業」 事業総額の１割以上報償費

県民が広く参加できるスポ （講師等謝金） を自己負担金とすと

ーツイベントを提供する事 る。く 旅費

業 （講師等旅費）し

ま 需用費２「応援するスポーツ助成事

業」 （消耗品費、印刷製本費等）ス

徳島のスポーツ（チーム） （消耗品は、総事業費の１割以ポ

に親しみや愛着を感じ応援 内とする ）｜ 。

ツ 委託料や支援する気運を県民に提

供できる事業 （会場警備等）Ｓ

Ｈ 役務費

（通信運搬費、筆耕料、イベンＯ

ト保険料等）Ｗ

デ 使用料及び賃借料

（会場借上料、設備使用料｜

機材・車両借上料等）助

成

事

業

１ 助成対象年度と異なる会計年度に属する経費

２ 助成事業者以外の者が支出した経費対

（３事業共通） ３ 助成事業者自身が請求者となっている経費象

４ 備品購入費外

５ 賞金・賞品等にかかる経費事

６ レセプションに係る経費、打ち上げ費、手土産業

＊対象外経費は、自己負担経 代、その他飲食関係費

費として計上すること。 ７ 事務局経常費（光熱水費、職員給与費）

８ その他、助成対象として適当でないと推進会議

が判断したもの


